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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 端末デバイスがネットワークデバイスにより送信された第１の指示情報を受信すること
と、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、前記ネットワークデバイスにより
送信された第１の下り制御情報を受信することと、を含み、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、前記ネットワークデバイスにより
送信された第１の下り制御情報を受信することは、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、下り制御情報を伝送するための第
１のリソース領域を確定することと、
 前記端末デバイスが前記第１のリソース領域において前記ネットワークデバイスにより
送信された第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御情報を受信することとを
含み、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、下り制御情報を伝送するための第
１のリソース領域を確定することは、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、複数の送信モードから第１の送信
モードを確定することと、
 前記端末デバイスが前記第１の送信モードに対応するリソース領域を前記第１のリソー
ス領域として確定することとを含み、
 前記複数の送信モードの各送信モードに対応するリソース領域は、異なる
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 ことを特徴とする情報伝送のための方法。
【請求項２】
 前記第１の指示情報は、前記第１のリソース領域を示すために用いられる
ことを特徴とする請求項１に記載の情報伝送のための方法。
【請求項３】
 前記第１の指示情報は、前記端末デバイスに対するものであり、又は前記端末デバイス
を含む複数の端末デバイスに対するものである
ことを特徴とする請求項１に記載の情報伝送のための方法。
【請求項４】
 前記第１の指示情報は、前記第１のリソース領域の開始リソース領域を示す
 ことを特徴とする請求項１に記載の情報伝送のための方法。
【請求項５】
 前記第１の指示情報は、前記第１の送信モードを示すために用いられる
 ことを特徴とする請求項１に記載の情報伝送のための方法。
【請求項６】
 各送信モードに対応する開始リソース領域が異なり、
 前記第１の指示情報は、前記第１のリソース領域内の開始リソース領域を示すために用
いられ、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、複数の送信モードから第１の送信
モードを確定することは、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、前記複数の送信モードから前記第
１のリソース領域内の起始リソース領域に対応する第１の送信モードを確定することを含
む
 ことを特徴とする請求項１に記載の情報伝送のための方法。
【請求項７】
 前記複数の送信モードは、予め設定されたものであり、又は、設定情報で設定されたも
のである
 ことを特徴とする請求項５又は６に記載の情報伝送のための方法。
【請求項８】
 前記端末デバイスが前記リソース領域において前記ネットワークデバイスにより送信さ
れた第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御情報を受信することは、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報を受信した後、且つ、第２の指示情報を受信す
る前に、
 前記端末デバイスが少なくとも１つのスケジューリングユニットの各スケジューリング
ユニットの前記第１のリソース領域において前記第１の下り制御情報を検出して、前記第
１の下り制御情報を受信することを含み、
 前記第２の指示情報は、第１のリソース領域が変化することを示し、又は、第１のリソ
ース領域の変化結果を示すために用いられる
 ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の情報伝送のための方法。
【請求項９】
 前記第１の指示情報は、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域が変化する
ことを示すために用いられる
 ことを特徴とする請求項１に記載の情報伝送のための方法。
【請求項１０】
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、前記ネットワークデバイスにより
送信された第１の下り制御情報を受信することは、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、予め設定された又は設定情報で設
定された、下り制御情報を伝送するための全部又は一部の第２のリソース領域において前
記第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御情報を受信することを含む
 ことを特徴とする請求項８に記載の情報伝送のための方法。
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【請求項１１】
 前記端末デバイスが前記全部又は一部の第２のリソース領域において下り制御情報を検
定して、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域を確定することをさらに含む
 ことを特徴とする請求項９に記載の情報伝送のための方法。
【請求項１２】
 前記端末デバイスが前記全部又は一部の第２のリソース領域において下り制御情報を検
定して、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域を確定することは、
 前記端末デバイスが前記第１の指示情報を受信した後の開始スケジューリングユニット
において、前記全部又は一部の第２のリソース領域において下り制御情報を検出して、前
記第１のリソース領域を確定することを含む
 ことを特徴とする請求項１１に記載の情報伝送のための方法。
【請求項１３】
 前記設定情報は、システム情報、又は専用制御シグナリング（またはチャネル）に含ま
れる
 ことを特徴とする請求項８～１０のいずれか１項に記載の情報伝送のための方法。
【請求項１４】
 ネットワークデバイスにより送信された第１の指示情報を受信し、前記第１の指示情報
に基づいて、前記ネットワークデバイスにより送信された第１の下り制御情報を受信する
ように構成される受信ユニットを含み、
 処理ユニットをさらに含み、
 前記処理ユニットは、前記第１の指示情報に基づいて、下り制御情報を伝送するための
第１のリソース領域を確定するように構成され、
 前記受信ユニットは、前記第１のリソース領域において前記ネットワークデバイスによ
り送信された第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御情報を受信するように
構成され、
 前記処理ユニットは、
 前記第１の指示情報に基づいて、複数の送信モードから第１の送信モードを確定し、前
記第１の送信モードに対応するリソース領域を前記第１のリソース領域として確定するよ
うに構成され、
 前記複数の送信モードの各送信モードに対応するリソース領域は、異なる
 ことを特徴とする端末デバイス。
【請求項１５】
 前記第１の指示情報は、前記第１のリソース領域を示すために用いられる
 ことを特徴とする請求項１４に記載の端末デバイス。
【請求項１６】
 前記第１の指示情報は、前記端末デバイスに対するものであり、又は前記端末デバイス
を含む複数の端末デバイスに対するものである
ことを特徴とする請求項１４に記載の端末デバイス。
【請求項１７】
 前記第１の指示情報は、前記第１のリソース領域の開始リソース領域を示す
ことを特徴とする請求項１４に記載の端末デバイス。
【請求項１８】
 前記第１の指示情報は、前記第１の送信モードを示すために用いられる
 ことを特徴とする請求項１４に記載の端末デバイス。
【請求項１９】
 各送信モードに対応する開始リソース領域が異なり、
 前記第１の指示情報は、前記第１のリソース領域内の開始リソース領域を示すために用
いられ、
 前記処理ユニットは、前記第１の指示情報に基づいて、前記複数の送信モードから前記
第１のリソース領域内の起始リソース領域に対応する第１の送信モードを確定するよう構
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成される
 ことを特徴とする請求項１４に記載の端末デバイス。
【請求項２０】
 前記複数の送信モードは、予め設定されたものであり、又は、設定情報で設定されたも
のである
 ことを特徴とする請求項１８又は１９に記載の端末デバイス。
【請求項２１】
 前記受信ユニットは、
 前記受信ユニットが前記第１の指示情報を受信した後、且つ、第２の指示情報を受信す
る前に、少なくとも１つのスケジューリングユニットの各スケジューリングユニットの前
記第１のリソース領域において前記第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御
情報を受信するように構成され、
 前記第２の指示情報は、第１のリソース領域が変化することを示し、又は、第１のリソ
ース領域の変化結果を示すために用いられる
 ことを特徴とする請求項１４～２０のいずれか１項に記載の端末デバイス。
【請求項２２】
 前記第１の指示情報は、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域が変化する
ことを示すために用いられる
 ことを特徴とする請求項１４に記載の端末デバイス。
【請求項２３】
 前記受信ユニットは、前記第１の指示情報に基づいて、予め設定された又は設定情報で
設定された、下り制御情報を伝送するための全部又は一部の第２のリソース領域において
前記第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御情報を受信するように構成され
る
 ことを特徴とする請求項２２に記載の端末デバイス。
【請求項２４】
 処理ユニットをさらに含み、
 前記処理ユニットは、前記全部又は一部の第２のリソース領域において下り制御情報を
検出して、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域を確定するように構成され
る
 ことを特徴とする請求項２２に記載の端末デバイス。
【請求項２５】
 前記処理ユニットは、前記第１の指示情報を受信した後の開始スケジューリングユニッ
トにおいて、前記全部又は一部の第２のリソース領域において下り制御情報を検出して、
前記第１のリソース領域を確定するように構成される
 ことを特徴とする請求項２４に記載の端末デバイス。
【請求項２６】
 前記設定情報は、システム情報、又は専用制御シグナリング（またはチャネル）に含ま
れる
 ことを特徴とする請求項２２～２５のいずれか１項に記載の端末デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は、通信分野に関し、具体的に、情報伝送のための方法、端末デバイス
及びネットワークデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の無線通信システム、例えば、長期進化（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ）システムにおいて、単一のスケジューリングユニットに前記下り制御情報が
占用する時間周波数リソースは、固定されたものである。１つのサブフレーム(ｓｕｂ－
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ｆｒａｍｅ)をスケジューリングユニットとする場合、各サブフレームの前のいくつかの
符号が前記下り制御情報を伝送し、且つ、当該前記下り制御情報が周波数領域においてシ
ステム帯域幅の全体に亘ってる。
【０００３】
　未来の無線通信システム（例えば５Ｇ）が高いシステム性能をサポートすることを目指
し、多種のサービスタイプ、異なる配置シーン、広い周波数範囲をサポートする必要があ
る。システム性能をどのように向上させることは、この分野で注目される課題である。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施例は、前記下り制御情報の伝送の柔軟性、システム性能を向上させること
ができる情報伝送のための方法、端末デバイス及びネットワークデバイスを提供する。
【０００５】
　第１の形態は、情報伝送のための方法を提供し、当該方法は、端末デバイスがネットワ
ークデバイスにより送信された第１の指示情報を受信することと、前記端末デバイスが前
記第１の指示情報に基づいて、前記ネットワークデバイスにより送信された第１の下り制
御情報を受信することとを含む。
【０００６】
　この技術案において、端末デバイスが第１の指示情報に基づいて第１の下り制御情報を
受信することができ、これによって、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域
が動的に変化することができる。この技術案は、大きい広帯域のシステムにおいて下り制
御情報を伝送するための第１のリソースを柔軟に設定する要求を満たし、システム効率を
向上させ、システム干渉を低減させることができる。
【０００７】
　第１の形態の実現可能な方式において、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づ
いて、前記ネットワークデバイスにより送信された第１の下り制御情報を受信することは
、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、下り制御情報を伝送するための第
１のリソース領域を確定することと、前記端末デバイスが前記第１のリソース領域におい
て前記ネットワークデバイスにより送信された第１の下り制御情報を検出して、前記第１
の下り制御情報を受信することとを含む。
【０００８】
　この技術案において、端末デバイスは、第１の指示情報に基づいて、下り制御情報を伝
送するための第１のリソース領域を確定することで、どのリソース領域において第１の下
り制御情報を検出することを知ることができ、第１の下り制御情報への盲目的な検出を回
避し、第１の下り制御情報の取得効率を向上させることができる。
【０００９】
　第１の形態の実現可能な方式において、前記第１の指示情報は、前記第１のリソース領
域を示すために用いられる。
【００１０】
　この技術案において、当該第１の指示情報は、当該第１のリソース領域を直接に示すこ
とで、端末デバイスが当該第１の指示情報に基づいて第１のリソース領域を早速に確定す
ることができ、この技術案当該は、端末デバイスが第１のリソース領域を確定する時間を
短縮させることができる。 
　第１の形態の実現可能な方式において、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づ
いて、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域を確定することは、前記端末デ
バイスが前記第１の指示情報に基づいて、複数の送信モードから第１の送信モードを確定
することと、前記端末デバイスが前記第１の送信モードに対応するリソース領域を前記第
１のリソース領域として確定することとを含み、前記複数の送信モードの各送信モードに
対応するリソース領域は、異なる。
【００１１】
　この技術案において、端末デバイスは、当該第１の指示情報に基づいて第１の送信モー
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ドを確定し、さらに、第１の送信モードに対応するリソース領域を第１のリソース領域と
して確定することができる。この技術案は、柔軟性が高くなり、良い互換性及び適用性を
有する。
【００１２】
　第１の形態の実現可能な方式において、前記第１の指示情報は、前記第１の送信モード
を示すために用いられる。
【００１３】
　この技術案において、当該第１の指示情報は、当該第１のリソース領域を直接に示すこ
とで、端末デバイスが当該第１の指示情報に基づいて第１の送信モードを早速に確定する
ことができ、この技術案当該は、端末デバイスが第１のリソース領域を確定する時間を短
縮させることができる。さらに、第１の指示情報が第１のリソース領域を示すことに比べ
、第１の指示情報が第１の送信モードを示すことで、第１の指示情報の指示の複雑さを低
減させ、システム性能の向上に有利である。
【００１４】
　第１の形態の実現可能な方式において、各送信モードに対応する開始リソース領域が異
なり、前記第１の指示情報は、前記第１のリソース領域内の開始リソース領域を示すため
に用いられ、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、複数の送信モードから
第１の送信モードを確定することは、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて
、前記複数の送信モードから第１のリソース領域内の開始リソース領域に対応する第１の
送信モードを確定することを含む。
【００１５】
　この技術案において、当該第１の指示情報が第１のリソース領域の開始リソース領域を
示すことで、端末デバイスが当該第１のリソース領域の開始リソース領域に基づいて第１
の送信モードを確定し、さらに、第１の送信モードに基づいて第１のリソース領域を確定
する。当該第１の指示情報が第１のリソース領域内の開始リソース領域を示すことで、第
１の指示情報の指示の複雑さを低減させ、システム性能の向上に有利である。
【００１６】
　第１の形態の実現可能な方式において、各送信モードに対応する開始リソース領域が異
なり、前記第１の指示情報は、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域が変化
することを示すために用いられ、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、複
数の送信モードから第１の送信モードを確定することは、前記端末デバイスが前記第１の
指示情報に基づいて、予め設定記された又は設定情報で設定された、下り制御情報を伝送
するための全部又は一部の第２のリソース領域において下り制御情報を検出して、前記第
１のリソース領域内の開始リソース領域を確定することと、前記端末デバイスが前記第１
のリソース領域内の開始リソース領域に基づいて、前記複数の送信モードから前記開始リ
ソース領域に対応する第１の送信モードを確定することとを含む。
【００１７】
　この技術案において、第１の指示情報は、１ビットを占用し、第１のリソース領域が変
化することを示すことで、システムリソースを節約することができる。さらに、当該端末
デバイスは、第１のリソース領域の開始リソース領域と確定し、さらに、当該第１のリソ
ース領域の開始リソース領域に基づいて第１の送信モードを確定することができ、この技
術案は、柔軟性が高くなり、端末デバイスが第１のリソース領域を早速に確認するのに有
利である。
【００１８】
　第１の形態の実現可能な方式において、前記複数の送信モードは、予め設定されたもの
であり、又は、設定情報で設定されたものである。
【００１９】
　当該複数のモードは、予め設定されたものであってもよいし、設定情報で設定されたも
のであってもよく、この技術案は、柔軟性が高くなる。
【００２０】
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　第１の形態の実現可能な方式において、前記端末デバイスが前記リソース領域において
前記ネットワークデバイスにより送信された第１の下り制御情報を検出して、前記第１の
下り制御情報を受信することは、前記端末デバイスが前記第１の指示情報を受信した後、
且つ、第２の指示情報を受信する前に、前記端末デバイスが少なくとも１つのスケジュー
リングユニットの各スケジューリングユニットの前記第１のリソース領域において前記第
１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御情報を受信することを含み、ここで、
前記第２の指示情報は、第１のリソース領域が変化することを示し、又は、第１のリソー
ス領域の変化結果を示すために用いられる。
【００２１】
　端末デバイスは、第１のリソース領域を確定した後、その後の少なくとも１つのスケジ
ューリングユニットの各スケジューリングユニットにおいて、当該第１の下り制御情報を
検出して第１の下り制御情報を受信することができる。端末デバイスは、第１のリソース
領域を繰り返して確定する必要がなく、システム性能を向上させることができる。
【００２２】
　第１の形態の実現可能な方式において、前記第１の指示情報は、下り制御情報を伝送す
るための第１のリソース領域が変化することを示すために用いられ、前記端末デバイスが
前記第１の指示情報に基づいて、前記ネットワークデバイスにより送信された第１の下り
制御情報を受信することは、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、予め設
定された又は設定情報で設定された、下り制御情報を伝送するための全部又は一部の第２
のリソース領域において前記第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御情報を
受信することを含む。
【００２３】
　この技術案において、第１の指示情報は、１ビットを占用し、第１のリソース領域が変
化することを示すことで、システムリソースを節約することができる。さらに、当該第２
のリソース領域がサーチスペースと理解されてもよい。サーチスペースが予め設定される
ことで、端末デバイスの第１の下り制御情報への検出効率を向上させ、端末デバイスの盲
目的な検出を回避することができる。
【００２４】
　第１の形態の実現可能な方式において、前記端末デバイスが前記全部又は一部の第２の
リソース領域において下り制御情報を検定して、下り制御情報を伝送するための第１のリ
ソース領域を確定することを含む。
【００２５】
　第１の形態の実現可能な方式において、前記端末デバイスが前記全部又は一部の第２の
リソース領域において下り制御情報を検定して、下り制御情報を伝送するための第１のリ
ソース領域を確定することは、前記端末デバイスが前記第１の指示情報を受信した後の開
始スケジューリングユニットにおいて、前記全部又は一部の第２のリソース領域において
下り制御情報を検出して、前記第１のリソース領域を確定することを含む。
【００２６】
　この技術案において、端末デバイスは、第１のリソース領域をタイムリーに確定し、さ
らに、当該第１のリソース領域に基づいて検出し、端末デバイスの第１の下り制御情報へ
の検出効率を向上させることができる。
【００２７】
　第１の形態の実現可能な方式において、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づ
いて、予め設定された又は設定情報で設定された、下り制御情報を伝送するための全部又
は一部の第２のリソース領域において前記第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下
り制御情報を受信することは、前記端末デバイスは、前記第１のリソース領域を確定した
後、且つ、前記第２の指示情報を受信する前に、少なくとも１つのスケジューリングユニ
ットの各スケジューリングユニットの前記第１のリソース領域において前記第１の下り制
御情報を検出して、前記第１の下り制御情報を受信することを含み、ここで、前記第２の
指示情報は、第１のリソース領域が変化することを示し、又は、第１のリソース領域の変
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化結果を示すために用いられる。
【００２８】
　この技術案において、端末デバイスは、第１のリソース領域を確定した後、その後の少
なくとも１つのスケジューリングユニットの各スケジューリングユニットの第１のリソー
ス領域において第１の下り制御情報を検定し、端末デバイスの第１の下り制御情報への検
出効率を向上させることができる。
【００２９】
　第１の形態の実現可能な方式において、リソース領域に含まれる周波数領域リソースは
、システム帯域幅の一部である。
【００３０】
　この技術案において、リソース領域に含まれる周波数領域リソースは、システム帯域幅
の一部である。ネットワークデバイスは、全ての帯域幅を利用して下り制御情報を送信す
る必要がなく、システムリソースを節約し、ネットワークデバイスの間の干渉を回避する
ことができる。
【００３１】
　第１の形態の実現可能な方式において、前記方法は、前記端末デバイスが前記ネットワ
ークデバイスにより送信された第１の設定情報及び／又は第２の設定情報を受信すること
をさらに含み、前記第１の設定情報は、下り制御情報を伝送するための複数の送信モード
を設定するために用いられ、前記第２の設定情報は、下り制御情報を伝送するための第２
のリソース領域を設定するために用いられる。
【００３２】
　この技術案において、下り制御情報を伝送するための第２のリソース領域及び／又は複
数の送信モードは、設定情報により設定され、この技術案は、柔軟性が高くなる。
【００３３】
　選択可能で、第１の形態の実現可能な方式において、当該第１の指示情報は、下り制御
情報を伝送するための第１のリソース領域の開始リソース領域を示すために用いられ、端
末デバイスは、第１のスケジューリングユニットの当該第１のリソース領域の開始リソー
ス領域を検出して、当該第１のリソース領域の開始リソース領域が下り制御情報の伝送に
使用されないと確定した場合、当該第１のスケジューリングユニットに下り制御情報の伝
送が存在しないと確定する。
【００３４】
　第２の形態は、情報伝送のための方法を提供し、当該方法は、ネットワークデバイスが
下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域に基づいて、第１の指示情報を送信す
ることと、前記ネットワークデバイスが前記下り制御情報を伝送するための第１のリソー
ス領域において、下り制御情報を送信することとを含み、前記第１の指示情報は、前記端
末デバイスが前記ネットワークデバイスにより送信された第１の下り制御情報を受信する
ために用いられる。
【００３５】
　第２の形態の実現可能な方式において、前記ネットワークデバイスが下り制御情報を伝
送するための第１のリソース領域に基づいて、端末デバイスに第１の指示情報を送信する
ことは、前記ネットワークデバイスが、前記下り制御情報を伝送するための第１のリソー
ス領域に基づいて第１のリソース領域が変化すると確定した場合、第１の指示情報を送信
することを含み、ここで、前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域は、変
化した第１のリソース領域である。
【００３６】
　第２の形態の実現可能な方式において、前記第１の指示情報は、第１のリソース領域が
変化すること、及び／又は第１のリソース領域の変化結果を示すために用いられる。
【００３７】
　第２の形態の実現可能な方式において、前記端末デバイスが前記下り制御情報を伝送す
るための第１のリソース領域において前記第１の下り制御情報を検出して前記第１の下り
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制御情報を受信するように、前記第１の指示情報は、前記端末デバイスが下り制御情報を
伝送するための第１のリソース領域を確定するために用いられる。
【００３８】
　第２の形態の実現可能な方式において、前記第１の指示情報は、前記下り制御情報を伝
送するための第１のリソース領域を示すために用いられる。
【００３９】
　第２の形態の実現可能な方式において、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づ
いて、前記複数の送信モードから確定した第１の送信モードに対応するリソース領域を、
前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域として確定するように、前記第１
の指示情報は、第１の送信モードを示すために用いられ、ここで、前記複数の送信モード
の各送信モードに対応するリソース領域は、異なる。
【００４０】
　第２の形態の実現可能な方式において、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づ
いて、複数の送信モードから確定した第１の送信モードに対応するリソース領域を、前記
下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域として確定するように、前記第１の指
示情報は、前記下り制御情報を伝送するための開始リソース領域を示すために用いられ、
ここで、前記複数の送信モード内の各送信モードに対応する開始リソース領域は、異なる
。
【００４１】
　第２の形態の実現可能な方式において、前記第１の指示情報は、第１のリソース領域が
変化することを示すために用いられる。
【００４２】
　第２の形態の実現可能な方式において、前記方法は、さらに、前記ネットワークデバイ
スが第１の設定情報及び／又は第２の設定情報を送信することをさらに含み、前記第１の
設定情報は、下り制御情報を伝送するための複数の送信モードを設定するために用いられ
、前記第２の設定情報は、下り制御情報を伝送するための第２のリソース領域を設定する
ために用いられる。
【００４３】
　選択可能で、第１の形態又は第２の形態の実現可能な方式において、当該第１の設定情
報及び／又は第２の設定情報は、システム情報、又は専用制御シグナリング（またはチャ
ネル）に含まれてもよい。
【００４４】
　選択可能で、第１の形態又は第２の形態の実現可能な方式において、当該第１の指示情
報は、無線リソース制御ＲＲＣ層のシグナリング、メディアアクセス制御ＭＡＣ層のシグ
ナリング又は物理層のシグナリングに含まれてもよい。
【００４５】
　第１の形態又は第２の形態の実現可能な方式において、前記第１の指示情報は、下り制
御情報を伝送するための第１のリソース領域、前記下り制御情報を伝送するための第１の
リソース領域に含まれる周波数領域リソースの位置、前記下り制御情報を伝送するための
第１のリソース領域に含まれる周波数領域リソースの開始位置、前記下り制御情報を伝送
するための第１のリソース領域に含まれる周波数領域リソースの粒度、前記下り制御情報
を伝送するための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの位置、前記下り制御
情報を伝送するための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの開始位置、前記
下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの粒度及
び前記下り制御情報に対応する送信モードのうちの少なくとも１つを示すために用いられ
、ここで、前記下り制御情報に対応する送信モードは、前記下り制御情報を伝送するため
の第１のリソース領域に対応する。
【００４６】
　この技術案において、当該第１の指示情報は、多種の情報を示し、この技術案は、柔軟
性が高くなり、端末デバイスが第１の指示情報に基づいて第１の下り制御情報を確定する
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のに有利である。
【００４７】
　第３の形態は、第１の形態又は第１の形態の任意の実現可能な方式の方法を実行する端
末デバイスを提供する。具体的に、当該ネットワークデバイスは、上記の第１の形態又は
第１の形態の任意の実現可能な方式の方法を実行するユニットを含む
　第４の形態は、第２の形態又は第２の形態の任意の実現可能な方式の方法を実行するネ
ットワークデバイスを提供する。具体的に、当該端末デバイスは、上記の第２の形態又は
第２の形態の任意の実現可能な方式の方法を実行するユニットを含む
　第５の形態は、端末デバイスを提供し、前記端末デバイスは、プロセッサ、メモリを含
み、前記プロセッサは、メモリに記憶された命令を実行し、前記命令は、前記プロセッサ
により実行される場合、前記プロセッサは、上記の第１の形態又は第１の形態の任意の実
現可能な方式の方法を実現する。
【００４８】
　第６の形態は、ネットワークデバイスを提供し、前記ネットワークデバイスは、プロセ
ッサ、メモリを含み、前記プロセッサは、メモリに記憶された命令を実行し、前記命令は
、前記プロセッサにより実行される場合、前記プロセッサは、上記の第２の形態又は第２
の形態の任意の実現可能な方式の方法を実現する。
【００４９】
　第７の形態は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記コンピュータ読み
取り可能な記憶媒体には命令が記憶され、前記命令は、上記の第１の形態又は第１の形態
の任意の実現可能な方式の方法を実現する。
【００５０】
　第８の形態は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記コンピュータ読み
取り可能な記憶媒体には命令が記憶され、前記命令は、上記の第２の形態又は第２形態の
任意の実現可能な方式の方法を実現する。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施例が応用される無線通信システムの模式図である。
【図２】従来のサブフレームのリソース領域の模式図である。
【図３】本発明の実施例における情報伝送のための方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施例における情報伝送のための方法の一例の模式図である。
【図５】本発明の実施例における情報伝送のための方法の一例の模式図である。
【図６】本発明の実施例における情報伝送のための方法の一例の模式図である。
【図７】本発明の実施例における端末デバイスのブロック図である。
【図８】本発明の実施例におけるネットワークデバイスのブロック図である。
【図９】本発明の実施例における端末デバイスの他の例のブロック図である。
【図１０】本発明の実施例におけるネットワークデバイスの他の例のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、図面を基づいて、本発明の実施例に係る技術案を説明する。
【００５３】
　なお、本発明の実施例における技術的解決策は様々な通信システム、例えばグローバル
移動体通信（ＧＳＭ：Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎ）システム、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ：Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システム、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ：
Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）汎
用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ：Ｇｅｎｅｒａ１　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ）システム、長期進化型（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）システム、ＬＴＥ周波数分割複信（ＦＤＤ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｄｕｐｌｅｘ）システム、ＬＴＥ時間分割複信（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
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Ｄｕｐｌｅｘ）、ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ワイマックス（Ｗｉ
ＭＡＸ：Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏ
ｗａｖｅ Ａｃｃｅｓｓ）通信システム、未来の進化型ＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎ
ｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）又は未来の５Ｇシステム等などに応用されることが
できる。
【００５４】
　図１は本発明の実施例に応用される無線通信システムの模式図である。当該無線通信シ
ステム１００は、少なくとも１つのネットワークデバイス１１０を含む。ネットワークデ
バイス１００は、端末デバイスと通信するデバイスである。各ネットワークデバイス１０
０は、特定の地理エリアに通信カバーを提供し、当該カバーエリア内の端末デバイス（例
えばＵＥ）と通信することができる。当該ネットワークデバイス１１０は、ＧＳＭ又はＣ
ＤＭＡの基地局（ＢＴＳ：Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＷＣ
ＤＭＡシステムの基地局（ＮＢ：ＮｏｄｅＢ）、ＬＴＥシステムの進化型基地局（Ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎａｌ　ＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ又はｅＮｏｄｅＢ）、クラウド無線アクセスネッ
トワーク（ＣＲＡＮ：Ｃｌｏｕｄ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のワイ
ヤレスコントローラー、中継局、アクセスポイント、車載機器、又はウェアラブル機器、
未来の５Ｇネットワークのネットワーク側のデバイス、又は未来の進化したＰＬＭＮのネ
ットワークデバイスであっても良い。
【００５５】
　当該無線通信システム１００は、さらに、ネットワークデバイス１１０のカバー範囲内
の複数の端末デバイス１２０を含む。当該端末デバイス１２０は、移動又は固定されたも
のであってもよい。当該端末デバイス１２０は、ユーザデバイス（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ）、アクセス端末、ユーザユニット、ユーザ局、移動局、移動台、リモー
ト局、リモート端末、移動装置、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザエージェ
ント又はユーザ装置であってもよい。アクセス端末は、携帯電話、移動電話、セッション
開始プロトコル（ＳＩＰ：Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｏｐ）局、Ｐ
ＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線通信機能を備え
るハンドヘルド機器、コンピューティング装置、無線モデムに接続される他の処理デバイ
ス、車載機器、ウェアラブル機器、未来の５Ｇネットワークの端末デバイス又は未来のＰ
ＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）ネットワーク内の端
末デバイス等であってもよい。
【００５６】
　選択可能で、当該無線通信システム１００は、ネットワークコントローラ、モビリティ
マネッジメントエンティティ等の他のネットワークエンティティを含むが、本発明の実施
例はこれを限定しない。
【００５７】
　図２は従来のサブフレームのリソース領域の模式図である。図２に示すように、従来の
技術において、下り制御情報を伝送するためのリソース領域は、変化しないものである。
端末デバイスは、固定された位置において自分の第１の下り制御情報を検出する。当該方
式は、柔軟性が低く、システム性能の向上に有利でない。
【００５８】
　例えば、従来のシステム帯域幅が２０ＭＨｚであり、端末デバイスは、サブフレームの
前の３つの符号のシステム帯域幅の全体において第１の下り制御情報を検出する。未来の
無線通信システム（例えば、５Ｇ）において、システムの帯域幅は、８０ＭＨｚ、１６０
ＭＨｚ又は３２０ＭＨｚに拡張される可能性がある。ネットワークデバイスは、依然とし
て、帯域幅の全体において下り制御情報を送信する場合、大きいリソース浪費を引き起こ
す。また、固定されたリソース領域において下り制御情報を送信すると、セルの間に不要
の制御情報による干渉が発生する。
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【００５９】
　以上のように、本発明の実施例は、情報伝送のための方法を提供し、当該下り制御情報
を伝送するための第１のリソース領域が固定されたものではなく、ネットワークデバイス
が異なる第１のリソース領域を確定することができ、当該方法は、高い柔軟性及び適用性
を有し、システム性能の向上に有利である。
【００６０】
　以下、図３に基づいて、本発明の実施例における情報伝送のための方法を説明する。
【００６１】
　なお、図３は当該方法の細かい通信ステップ又は操作を示すが、これらのステップ又は
操作が例示的なものであり、本願の実施例は、他の操作又は図３の操作の変形を実行して
もよい。なお、図３の各ステップが図３に示す順番と異なる順番で実行されてもよく、図
３の一部の操作を実行されてもよい。
【００６２】
　図３は本発明の実施例における情報伝送のための方法のフローチャートである。当該方
法２００は、図１の無線通信システム１００に応用されるが、本発明の実施例はこれに限
定しない。図３に示すように、当該方法２００は、Ｓ２１０及びＳ２２０を含む。
【００６３】
　Ｓ２１０において、ネットワークデバイスは、下り制御情報を伝送するための第１のリ
ソース領域に基づいて、端末デバイスに第１の指示情報を送信し、これに対応し、端末デ
バイスがネットワークデバイスにより送信された第１の指示情報を受信する。
【００６４】
　なお、第１のリソース領域は、ネットワークデバイスが下り制御情報を伝送する時に占
用するリソース領域と理解される。ネットワークデバイスは、当該第１のリソース領域を
利用して下り制御情報を伝送する。
【００６５】
　当該第１のリソース領域の数は、１つ又は複数である。例えば、当該第１のリソース領
域は、第１のリソース領域Ｐ１及び第１のリソース領域Ｐ２を含む。
【００６６】
　第１のリソース領域に含まれる周波数領域リソースは、システム帯域幅の全体であって
もよいし、システム帯域幅の一部であってもよい。例えば、システム帯域幅が８０ＭＨｚ
であり、第１のリソース領域Ｐ１に含まれる周波数領域リソースが０－２０ＭＨｚである
。
【００６７】
　選択可能で、当該第１のリソース領域の周波数領域リソースは、連続するものであって
もよいし、非連続するものであってもよい。例えば、当該第１のリソース領域の数が２つ
であり、システム帯域幅が８０ＭＨｚであり、第１のリソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ１の周
波数領域リソースが０－２０ＭＨｚであり、第１のリソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ２の周波
数領域リソースが３０－５０ＭＨｚである。即ち、第１のリソース領域に含まれる周波数
領域リソースは、０－２０ＭＨｚ及び３０－５０ＭＨｚである。
【００６８】
　選択可能で、当該第１のリソース領域の時間領域リソースは、連続するものであっても
よいし、非連続するものであってもよい。例えば、第１のリソース領域の数が２つであり
、第１のリソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ１の時間領域リソースは、番号が０である符号であ
る。第１のリソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ２の時間領域リソースは、番号が２である符号で
ある。即ち、第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースは、番号が０及び２である
符号である。
【００６９】
　当該第１の指示情報は、端末デバイスがネットワークデバイスにより送信された第１の
下り制御情報を受信するために用いられる。ここで、当該第１の指示情報は、システム情
報、又は専用制御シグナリング（又はチャネル）に含まれてもよい。例えば、当該第１の
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指示情報は、無線リソース制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）層のシグナリング、メディアアクセス制御（ＭＡＣ：Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）層のシグナリング又は物理層のシグナリングに含まれてもよい。
【００７０】
　なお、当該第１のリソース領域の時間周波数リソースについての内容は、本発明の実施
例におけるリソース領域に応用される。例えば、その後の第２のリソース領域又は送信モ
ードに対応するリソース領域に含まれる周波数領域リソースは、システム帯域幅の一部で
あってもよい。
【００７１】
　Ｓ２２０において、前記ネットワークデバイスは、前記下り制御情報を伝送するための
第１のリソース領域において、下り制御情報を送信し、これに対応し、前記端末デバイス
は、前記第１の指示情報に基づいて、前記ネットワークデバイスにより送信された第１の
下り制御情報を受信する。
【００７２】
　なお、当該第１の下り制御情報は、当該端末デバイスの下り制御情報である。当該第１
の指示情報は、１つ又は複数の端末デバイスに対するものである。
【００７３】
　選択可能で、当該方法は、以下の通りである。
【００７４】
　１つの形態として、当該第１の指示情報は、１つの端末デバイスに対するものである。
例えば、当該第１の指示情報が端末デバイスＵＥ１に対するものであり、当該第１の指示
情報は、当該下り制御情報Ｉ１（下り制御情報Ｉ１が端末デバイスＵＥ１の下り制御情報
である）が占用するリソース領域（例えば、サブフレームの番号、符号の番号及び周波数
領域リソースの位置）を示し、当該端末デバイスＵＥ１は、当該第１の指示情報を受信し
た後、当該下り制御情報Ｉ１が所在する時間周波数リソースを確定する。
【００７５】
　他の１つの形態として、当該第１の指示情報は、複数の端末デバイス（選択可能で、当
該複数の端末デバイスは、ネットワークデバイスがカバーする全ての端末デバイスである
）に対するものである。例えば、当該第１の指示情報は、当該第１のリソース領域を示す
。複数の端末デバイス内の各端末デバイスは、当該第１の指示情報に基づいて、第１のリ
ソース領域において自分の下り制御情報を検出することができる。例えば、当該端末デバ
イスＵＥ１は、当該第１の指示情報に基づいて、当該第１のリソース領域において下り制
御情報Ｉ１を検出し、端末デバイスＵＥ２は、当該第１の指示情報に基づいて、当該第１
のリソース領域において下り制御情報Ｉ２を検出する。
【００７６】
　なお、第１の指示情報が複数の端末デバイスに対する場合、当該第１のリソース領域は
、１つのスケジューリングユニット内の時間周波数リソースである。ここで、スケジュー
リングユニットは、ネットワークデバイスによりスケジューリングされる端末デバイスの
１回のデータ伝送の時間領域リソースユニットであってもよく、例えば、１つのスケジュ
ーリングユニットは、時間領域において１つ又は複数のサブフレーム、スロット(ｓｌｏ
ｔ)又はミニスロット(ｍｉｎｉ－ｓｌｏｔ)などに対応する。
【００７７】
　例えば、スケジューリングユニットがサブフレームであり、当該第１のリソース領域に
含まれる時間領域リソースは、番号が０、１及び２である符号であり、周波数領域リソー
スが０－２０ＭＨｚである。当該ネットワークデバイスは、少なくとも１つのスケジュー
リングユニットの各スケジューリングユニットの当該第１のリソース領域において下り制
御情報を送信する。例えば、ネットワークデバイスは、番号が１であるサブフレームの当
該第１のリソース領域において下り制御情報を送信し、番号が２であるサブフレームの当
該第１のリソース領域において下り制御情報を送信する。
【００７８】
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　本発明の実施例における第１のリソース領域が固定されたものでなく、ネットワークデ
バイスは、実際に応じて、異なる第１のリソース領域を確定することができる。そして、
ネットワークデバイスは、第１のリソース領域を利用して下り制御情報を送信する前に、
端末デバイスに第１の指示情報を送信する。端末デバイスは、当該第１の指示情報を受信
した後、当該第１の指示情報に基づいて、ネットワークデバイスにより送信された第１の
下り制御情報を受信する。
【００７９】
　そして、従来の技術において下り制御情報を伝送するためのリソース領域が固定されて
いることに比べ、本発明の実施例における第１のリソース領域は、柔軟性が高くなる。ネ
ットワークデバイスは、実際に応じて、異なる第１のリソース領域を確定することができ
る。当該第１のリソース領域に含まれる周波数領域リソース（広帯域）及び時間領域リソ
ース（符号）は、実際に応じて、柔軟に確定されることができる。ネットワークデバイス
は、第１のリソース領域を確定した後、第１の指示情報を送信し、次に、下り制御情報を
送信し、この場合、端末デバイスは、第１の指示情報に基づいて、第１の下り制御情報を
受信する。本発明の実施例の方法は、大きい広帯域のシステムにおいて下り制御情報を伝
送するための第１のリソースを柔軟に設定する要求を満たし、システム効率を向上させ、
システム干渉を低減させることができる。
【００８０】
　選択可能で、ネットワークデバイスは、多くの方式で、当該第１のリソース領域に応じ
て第１の指示情報を送信することができる。
【００８１】
　例えば、ネットワークデバイスは、タイマを利用して、下り制御情報を伝送するための
第１のリソース領域に基づいて、端末デバイスに当該第１の指示情報を周期的に送信する
。
【００８２】
　例えば、第１のリソース領域が変化した場合、ネットワークデバイスは、変化した第１
のリソース領域に基づいて、第１の指示情報を送信する。
【００８３】
　選択可能で、当該方法Ｓ２００はＳ２０１を含む。
【００８４】
　Ｓ２０１において、ネットワークデバイスは、下り制御情報を伝送するための第１のリ
ソース領域を確定する。
【００８５】
　具体的に、当該ネットワークデバイスは、現在に確定された第１のリソース領域が前回
の伝送下り制御情報に使用された第１のリソース領域と異なる場合、第１のリソース領域
が変化すると確定する。この場合、当該第１の指示情報は、第１のリソース領域が変化す
ることを示し、又は、第１のリソース領域の変化結果を示す。
【００８６】
　なお、本発明の実施例において、当該下り制御情報を伝送するための第１のリソース領
域は、変化した第１のリソース領域である。つまり、第１のリソース領域が変化した場合
、ネットワークデバイスは、変化した第１のリソース領域において下り制御情報を送信す
る。
【００８７】
　以下、第１のリソースが変化することを例とし、本発明の実施例を説明する。さらに、
特別の説明の以外、以下の第１のリソース領域は、変化した第１のリソース領域である。
【００８８】
　第１の指示情報が複数の端末デバイスに対することを例とし、本発明の実施例の第１の
指示情報を説明する。選択可能で、当該第１の指示情報は、以下の方式を含む。
【００８９】
　（一）、
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　当該第１の指示情報は、端末デバイスが第１のリソース領域を確定するために用いられ
る。
【００９０】
　即ち、選択可能で、当該方法２００は、Ｓ２０１を含み、
　Ｓ２０１において、端末デバイスは、当該第１の指示情報に基づいて、第１のリソース
領域を確定する。選択可能で、当該第１の指示情報は、以下の方式を含む。
【００９１】
　（１）第１の指示情報は、第１のリソース領域を示すために用いられる。
【００９２】
　具体的に、端末デバイスは、当該第１の指示情報を受信した後、当該第１のリソース領
域を直接に知る。
【００９３】
　図４は本発明の実施例における情報伝送のための方法の模式図である。図４に示すよう
に、第１のリソース領域の数が３つであり、第１のリソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ１、第１
のリソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ２及び第１のリソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ３を含む。当該
第１の指示情報は、第１のリソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ１、第１のリソース領域Ｐｔａｒ

ｇｅｔ２及び第１のリソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ３を示す。
【００９４】
　（２）第１の指示情報は、端末デバイスが複数の送信モードから第１の送信モードを確
定するために用いられ、当該第１の送信モードに対応するリソース領域は、第１のリソー
ス領域である。
【００９５】
　当該複数の送信モードは、ネットワークデバイスと端末デバイスとが予め約束されたも
のであってもいし、予め設定されたものであってもいし、ネットワークデバイスが設定情
報で設定されたものであってもよく、当該複数の送信モード内の各送信モードに対応する
リソース領域は、異なる。選択可能で、ネットワークデバイスは、端末デバイスに第１の
設定情報を送信し、当該第１の設定情報は、当該複数の送信モードを設定するために用い
られる。
【００９６】
　例えば、複数の送信モードは、送信モードＴ１、送信モードＴ２及び送信モードＴ３を
含む。当該送信モードＴ１に対応するリソース領域は、時間領域リソースにおいて番号が
０、１及び２である符号を含み、周波数領域リソースにおいて５５－７５ＭＨｚの帯域幅
（対応する番号が０である符号である）を含み、周波数領域リソースにおいて３０－５０
の帯域幅（対応する番号が１である符号である）を含み、周波数領域リソースにおいて５
－２５ＭＨｚの帯域幅（対応する番号が２である符号である）を含む。当該送信モードＴ
２に対応するリソース領域は、時間領域リソースにおいて番号が０、１及び２である符号
を含み、周波数領域リソースにおいて３０－５０ＭＨｚの帯域幅を含む。当該送信モード
Ｔ３に対応するリソース領域は、時間領域リソースにおいて番号が０、１及び２である符
号を含み、周波数領域リソースにおいて５－２５ＭＨｚの帯域幅を含む。
【００９７】
　具体的に、当該端末デバイスは、当該第１の指示情報に基づいて、複数の送信モードか
ら第１の送信モードを確定し、さらに、当該第１の送信モードに対応するリソース領域を
第１のリソース領域として確定する。ここで、当該第１の指示情報は、以下の方式を含む
。
【００９８】
　（２ａ）当該第１の指示情報は、当該第１の送信モードを示すために用いられる。
【００９９】
　具体的に、当該端末デバイスは、当該第１の指示情報を受信した後、当該第１の送信モ
ードを直接に知り、さらに、当該第１の送信モードに対応するリソース領域を第１のリソ
ース領域として確定する。当該第１の指示情報は、当該第１の送信モードの番号を示す。
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【０１００】
　また、以上のように、複数の送信モードには送信モードＴ１、送信モードＴ２及び送信
モードＴ３が含まれることを例とする。当該第１の指示情報は、送信モードＴ１を示し、
端末デバイスは、当該第１の指示情報を受信した後、複数の送信モードから送信モードＴ
１を確定し、即ち送信モードＴ１を第１の送信モードとする。
【０１０１】
　例えば、当該第１の指示情報は、当該第１の送信モードの番号を示す。
【０１０２】
　（２ｂ）当該第１の指示情報は、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域の
開始リソース領域を示す。ここで、複数の送信モード内の各送信モードの開始リソース領
域は、異なる。即ち、異なる送信モードに対応する開始リソース領域は、異なる。
【０１０３】
　以上のように、複数の送信モードには送信モードＴ１、送信モードＴ２及び送信モード
Ｔ３が含まれることを例とする。当該送信モードＴ１に対応する開始リソース領域に含ま
れる時間領域リソースは、番号が０である符号であり、周波数領域リソースは、５５－７
５ＭＨｚの帯域幅である。当該送信モードＴ２に対応する開始リソース領域に含まれる時
間領域リソースは、番号が０である符号であり、周波数領域リソースは、３０－５０ＭＨ
ｚの帯域幅である。当該送信モードＴ１に対応する開始リソース領域に含まれる時間領域
リソースは、番号が０である符号であり、周波数領域リソースは、５－２５ＭＨｚの帯域
幅である。例えば、当該第１の指示情報が示す第１のリソース領域の開始リソース領域に
含まれる時間領域リソースは、番号が０である符号であり、周波数領域リソースは、５５
－７５ＭＨｚの帯域幅である場合、当該端末デバイスは、当該第１の指示情報に基づいて
、複数の送信モードから送信モードＴ１を確定することができる。
【０１０４】
　選択可能で、送信モードに対応する開始リソース領域は、時間領域リソース及び／又は
周波数領域リソースにより構成されても良い。例えば、各送信モードの１番目の符号が所
在するリソース領域を開始リソース領域とする。
【０１０５】
　選択可能で、第１の指示情報が第１のリソース領域の開始リソース領域を示し、且つ、
端末デバイスが当該第１のリソース領域の開始リソース領域を検出して、当該第１のリソ
ース領域の開始リソース領域が下り制御情報の伝送に使用されないと確定した場合、当該
端末デバイスは、当該スケジューリングユニットに下り制御情報の伝送を行わないと確定
した。端末デバイスは、その後のスケジューリングユニットにおいて第１の下り制御情報
を継続して検出することができる。
【０１０６】
　図５は本発明の実施例における情報伝送のための方法の模式図である。図５に示すよう
に、当該第１の指示情報は、第１のリソース領域の開始リソース領域Ｐｔａｒｇｅｔ１を
示し、当該端末デバイスは、当該第１のリソース領域の開始リソース領域に基づいて、そ
の後の２つの第１のリソース領域を確定することができる。具体的に、当該端末デバイス
は、第１の指示情報に基づいて、複数の送信モードから第１の送信モードを確定し、当該
第１の送信モードに基づいて、その後の２つの第１のリソース領域を確定する。
【０１０７】
　なお、リソース領域が異なることは、少なくとも２つの場合があり、１つの場合として
、リソース領域の間が重ならなく、即ち、同じの時間周波数リソースを有さない。他の１
つの場合として、リソース領域の間が重なる。本発明の実施例は、リソース領域が異なる
方式を限定しない。
【０１０８】
　選択可能で、端末デバイスは、第１の指示情報を受信した後、且つ、第２の指示情報を
受信する前に、各スケジューリングユニットの第１のリソースにおいて当該第１の下り制
御情報を検出して、当該第１の下り制御情報を受信する。
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【０１０９】
　具体的に、当該第２の指示情報は、第１のリソース領域が変化すること、又は第第１の
リソース領域の変化結果を示す。
【０１１０】
　例えば、端末デバイスは、第１の指示情報に基づいて、第１のリソース領域を確定する
。「第１の指示情報に基づいて確定した第１のリソース領域」を「第１のリソース領域Ａ
」と記載されても良い。
【０１１１】
　端末デバイスは、第２の指示情報端末を受信するまで、各スケジューリングユニットの
第１のリソース領域Ａにおいて第１の下り制御情報を検出する。つまり、端末デバイスは
、第１の指示情報（又は第１のリソース領域Ａを確定した）を受信した後、且つ、第２の
指示情報を受信する前に、各スケジューリングユニットの第１のリソース領域Ａにおいて
第１の下り制御情報を検出する。
【０１１２】
　図３～図５に示すように、端末デバイスは、第２の指示情報を受信した場合、第２の指
示情報に基づいて、第１のリソース領域を確定する。「第２の指示情報に基づいて確定し
た第１のリソース領域」を「第１のリソース領域Ｂ」と記載されても良い。端末デバイス
は、第２の指示情報を受信した後、次の指示情報を受信するまで、各スケジューリングユ
ニットの第１のリソース領域Ｂにおいて第１の下り制御情報を検出する。当該端末デバイ
スの第２の指示情報の受信は、第１の指示情報の受信を参照し、ここで、説明を省略する
。
【０１１３】
　（２ｂ）において、複数の送信モード内の各送信モードの開始リソース領域は、異なる
。この時、端末デバイスは、当該第１の指示情報に基づいて、当該第１の送信モードを確
定する。
【０１１４】
　当該複数の送信モード内の少なくとも２つの送信モードに対応する開始リソース領域が
同じである場合、端末デバイスは、他の方式で第１の送信モードを確定する必要がある。
【０１１５】
　例えば、当該複数の送信モードがＫ（Ｋ≧２）個の送信モードであり、当該Ｋ個の送信
モードにＬ（２≦Ｌ≦Ｋ）個の送信モードに対応する開始リソース領域は、第１の指示情
報が示す第１のリソース領域の開始リソース領域と同じである場合、当該端末デバイスは
、当該Ｌ個の送信モードに対応する２番目のリソース領域において第１の下り制御情報を
検出することができる。さらに、当該端末デバイスは、Ｌ個の送信モードに対応する２番
目のリソース領域において下り制御情報を検出して、第１のリソース領域内の２番目のリ
ソース領域を確定する。端末デバイスは、Ｌ個の送信モードから、２番目のリソース領域
が第１のリソース領域内の２番目の第１のリソース領域と同じであるＪ（１≦Ｊ≦Ｌ）個
の送信モードを選択することができる。Ｊ＝１である場合、当該送信モードを第１の送信
モードとして確定し、当該第１の送信モードに対応するリソース領域において第１の下り
制御情報を検出する。Ｊ≧２である場合、端末デバイスは、第１の送信モードを確定する
まで、送信モードの再選択を行う。
【０１１６】
　なお、（一）において、当該第１の指示情報は、第１のリソース領域のリソース情報と
理解されても良い。当該第１の指示情報が示す内容は、第１のリソース領域に関する。ネ
ットワークデバイスが下り制御情報を送信する際に使用する第１のリソース領域（具体的
な時間周波数リソース）は、指示情報（例えば第１の指示情報）で示す（又は設定される
）。端末デバイスは、当該第１の指示情報に基づいて、全部又は一部の第１のリソース領
域を確定することができる。 
　（二）、
　第１の指示情報は、第１のリソース領域が変化することを示す。
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【０１１７】
　図６は本発明の実施例における下り制御情報の伝送の模式図である。図６に示すように
、端末デバイスは、当該第１の指示情報を受信して第１のリソース領域が変化すると確定
する場合、同じ第１のリソース領域において第１の下り制御情報を検出すると、処理エー
ラが発生する可能性がある。そして、当該端末デバイスは、第１の指示情報に基づいて、
下り制御情報を伝送するための全部又は一部の第２のリソース領域において前記第１の下
り制御情報を検出して、前記第１の下り制御情報を受信する。
【０１１８】
　当該下り制御情報を伝送するための第２のリソース領域は、ネットワークデバイスと端
末デバイスとが約束したものであっても良いし、予め設定されたものであっても良いし、
設定情報で設定されたものであっても良い。
【０１１９】
　例えば、ネットワークデバイスと端末デバイスとは、契約情報、出荷情報及び初期化情
報等で下り制御情報を伝送するための第２のリソース領域を予め設定する。
【０１２０】
　例えば、ネットワークデバイスは、端末デバイスに第２の設定情報を送信し、当該第２
の設定情報は、当該下り制御情報を伝送するための第２のリソース領域を設定するために
用いられる。
【０１２１】
　なお、本発明の実施例の第１の設定情報及び第２の設定情報は、２つのメッセージで送
信し、又は、１つのメッセージで送信しても良く、本発明の実施例はこれを限定しない。
【０１２２】
　選択可能で、設定情報（例えば第１の設定情報及び／又は第２の設定情報）は、システ
ム情報又は専用シグナリングに含まれても良い。
【０１２３】
　説明しやすくなるために、「当該下り制御情報を伝送するための第２のリソース領域」
を「専用リソース領域」と記載される。当該専用リソース領域は、下り制御情報を伝送す
るために用いられる。実際の下り情報の伝送過程において、ネットワークデバイスは、全
部又は一部の専用リソース領域を利用して下り制御情報を伝送することができる。ここで
、当該使用される専用リソース領域は、本発明の実施例の第１のリソース領域である。
【０１２４】
　選択可能で、当該第１の指示情報が第１のリソース領域が変化することを示す場合、当
該端末デバイスは、第１の指示情報に基づいて、下り制御情報を伝送するための全部又は
一部の第２のリソース領域において前記第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り
制御情報を受信し、以下の方式を含む。
【０１２５】
　方式一、
　端末デバイスは、当該専用リソース領域において当該第１の下り制御情報を検出する。
【０１２６】
　具体的に、当該専用リソース領域がＰ１－Ｐ９を含み、端末デバイスは、当該第１の指
示情報を受信した後、当該Ｐ１－Ｐ９において第１の下り制御情報を検出して、第１の下
り制御情報を受信する。
【０１２７】
　さらに、当該端末デバイスは、当該専用リソース領域において下り制御情報を検出して
、第１のリソース領域を確定する。
【０１２８】
　方式に、
　具体的に、当該端末デバイスは、全部又は一部の専用リソース領域において下り制御情
報を検出し、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域の開始リソース領域を確
定し、当該第１のリソース領域の開始リソース領域に基づいて、複数の送信モードから前
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記第１のリソース領域の開始リソース領域に対応する第１の送信モードを確定する。
【０１２９】
　当該方式二は、上記の記載を参照し、簡潔のため、ここで説明を省略する。
【０１３０】
　選択可能で、本発明の実施例における方法によって、当該第１の指示情報は、下り制御
情報を伝送するための第１のリソース領域を示し、前記第１の指示情報は、下り制御情報
を伝送するための第１のリソース領域の開始リソース領域、前記下り制御情報を伝送する
ための第１のリソース領域に含まれる周波数領域リソースの位置、前記下り制御情報を伝
送するための第１のリソース領域に含まれる周波数領域リソースの開始位置、前記下り制
御情報を伝送するための第１のリソース領域に含まれる周波数領域リソースの粒度、前記
下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの位置、
前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの開
始位置、前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソ
ースの粒度、及び前記下り制御情報に対応する送信モードのうちの少なくとも１つを示す
ために用いられ、ここで、前記下り制御情報に対応する送信モードは、前記下り制御情報
を伝送するための第１のリソース領域に対応する。
【０１３１】
　本発明の実施例における方法によって、ネットワークデバイスは、第１のリソース領域
を柔軟に確定し、端末デバイスに第１の指示情報を送信し、これによって、端末デバイス
は、第１の指示情報に基づいて、第１の下り制御情報を受信することができる。当該方法
は、下り制御情報の伝送の柔軟性を向上させ、大きい広帯域システムにおいて第１のリソ
ース領域を柔軟に設定する要求を満たし、システム効率を向上させ、システム干渉を低減
させることができる。
【０１３２】
　以上、図３～図６は本発明の実施例における情報伝送のための方法を説明し、以下、図
７～図１０を参照し、本発明の実施例における端末デバイス及びネットワークデバイスを
説明する。
【０１３３】
　図７は本発明の実施例における端末デバイスのブロック図である。図７に示すように、
　前記端末デバイス３００は、受信ユニット３１０を含み、当該受信ユニット３１０は、
ネットワークデバイスにより送信された第１の指示情報を受信し、前記第１の指示情報に
基づいて、前記ネットワークデバイスにより送信された第１の下り制御情報を受信するよ
うに構成される。
【０１３４】
　選択可能で、前記端末デバイス３００は処理ユニットを含み、処理ユニットは、前記第
１の指示情報に基づいて、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域を確定する
ように構成され、前記受信ユニット３１０は、前記第１のリソース領域において前記ネッ
トワークデバイスにより送信された第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御
情報を受信するように構成される。
【０１３５】
　選択可能で、前記第１の指示情報は、前記第１のリソース領域を示すために用いられる
。
【０１３６】
　選択可能で、前記処理ユニットは、前記第１の指示情報に基づいて、複数の送信モード
から第１の送信モードを確定し、前記第１の送信モードに対応するリソース領域を前記第
１のリソース領域として確定するように構成され、ここで、前記複数の送信モードの各送
信モードに対応するリソース領域は、異なる。
【０１３７】
　選択可能で、前記第１の指示情報は、前記第１の送信モードを示すために用いられる。
【０１３８】
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　選択可能で、各送信モードに対応する開始リソース領域が異なり、前記第１の指示情報
は、前記第１のリソース領域内の開始リソース領域を示すために用いられ、前記処理ユニ
ットは、前記第１の指示情報に基づいて、前記複数の送信モードから第１のリソース領域
内の開始リソース領域に対応する第１の送信モードを確定するように構成される。
【０１３９】
　選択可能で、各送信モードに対応する開始リソース領域が異なり、前記第１の指示情報
は、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域が変化することを示すために用い
られ、前記処理ユニットは、前記第１の指示情報に基づいて、予め設定された又は設定情
報で設定された、下り制御情報を伝送するための全部又は一部の第２のリソース領域にお
いて下り制御情報を検出して、前記第１のリソース領域内の開始リソース領域を確定し、
前記第１のリソース領域内の開始リソース領域に基づいて、前記複数の送信モードから前
記開始リソース領域に対応する第１の送信モードを確定するように構成される。
【０１４０】
　選択可能で、前記複数の送信モードは、予め設定されたものであり、又は、設定情報で
設定されたものである。
【０１４１】
　選択可能で、前記受信ユニット３１０は、具体的に、前記受信ユニット３１０が前記第
１の指示情報を受信した後、且つ、前記受信ユニット３１０が第２の指示情報を受信する
前に、少なくとも１つのスケジューリングユニットの各スケジューリングユニットの前記
第１のリソース領域において前記第１の下り制御情報を検出して、前記第１の下り制御情
報を受信するように構成され、ここで、前記第２の指示情報は、第１のリソース領域が変
化することを示し、又は、第１のリソース領域の変化結果を示すために用いられる。
【０１４２】
　選択可能で、前記第１の指示情報は、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領
域が変化することを示すために用いられ、前記受信ユニット３１０は、具体的に、前記第
１の指示情報に基づいて、予め設定された又は設定情報で設定された、下り制御情報を伝
送するための全部又は一部の第２のリソース領域において前記第１の下り制御情報を検出
して、前記第１の下り制御情報を受信するように構成される。
【０１４３】
　選択可能で、前記端末デバイス３００は処理ユニットを含み、処理ユニットは、前記全
部又は一部の第２のリソース領域において下り制御情報を検出して、下り制御情報を伝送
するための第１のリソース領域を確定するように構成される。
【０１４４】
　選択可能で、前記処理ユニットは、前記第１の指示情報を受信した後の開始スケジュー
リングユニットにおいて、前記全部又は一部の第２のリソース領域において下り制御情報
を検出して、前記第１のリソース領域を確定するように構成される。
【０１４５】
　選択可能で、前記受信ユニット３１０は、具体的に、前記処理ユニットが前記第１のリ
ソース領域を確定した後、且つ、前記受信ユニット３１０が前記第２の指示情報を受信す
る前に、少なくとも１つのスケジューリングユニットの各スケジューリングユニットの前
記第１のリソース領域において前記第１の下り制御情報を検定して、前記第１の下り制御
情報を受信するように構成され、ここで、前記第２の指示情報は、第１のリソース領域が
変化することを示し、又は、第１のリソース領域の変化結果を示すために用いられる。
【０１４６】
　選択可能で、リソース領域に含まれる周波数領域リソースは、システム帯域幅の一部で
ある。
【０１４７】
　選択可能で、前記受信ユニット３１０は、さらに、前記ネットワークデバイスにより送
信された第１の設定情報及び／又は第２の設定情報を受信するように構成され、前記第１
の設定情報は、下り制御情報を伝送するための複数の送信モードを設定するために用いら
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れ、前記第２の設定情報は、下り制御情報を伝送するための第２のリソース領域を設定す
るために用いられる。
【０１４８】
　選択可能で、前記第１の指示情報は、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領
域を示すために用いられ、具体的に、前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース
領域に含まれる周波数領域リソースの位置、前記下り制御情報を伝送するための第１のリ
ソース領域に含まれる周波数領域リソースの開始位置、前記下り制御情報を伝送するため
の第１のリソース領域に含まれる周波数領域リソースの粒度、前記下り制御情報を伝送す
るための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの位置、前記下り制御情報を伝
送するための第２のリソース領域に含まれる時間領域リソースの開始位置、前記下り制御
情報を伝送するための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの粒度及び前記下
り制御情報に対応する送信モードのうちの少なくとも１つを示すために用いられ、ここで
、前記下り制御情報に対応する送信モードは、前記下り制御情報を伝送するための第１の
リソース領域に対応する。
【０１４９】
　具体的に、当該端末デバイス３００は、本発明の実施例における情報伝送のための方法
を実行する端末デバイスに対応し、上記の方法を実行するためのユニットを含む。さらに
、当該端末デバイス３００の実体ユニット及び上記の他の操作及び／又は機能は、上記の
方法のプロセスを実行し、簡潔のため、ここで説明を省略する。
【０１５０】
　図８は本発明の実施例におけるネットワークデバイス４００のブロック図である。図８
に示すように、当該ネットワークデバイス４００は送信ユニット４１０を含み、前記送信
ユニット４１０は、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域に基づいて、第１
の指示情報を送信し、前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域において、
下り制御情報を送信するように構成され、前記第１の指示情報は、前記端末デバイスが前
記送信ユニット４１０により送信された第１の下り制御情報を受信するために用いられる
。
【０１５１】
　選択可能で、前記送信ユニット４１０は、具体的に、前記ネットワークデバイスの処理
ユニットが前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域に基づいて第１のリソ
ース領域が変化すると確定する場合、第１の指示情報を送信するように構成され、ここで
、前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース領域は、変化した第１のリソース領
域である。
【０１５２】
　選択可能で、前記第１の指示情報は、第１のリソース領域が変化すること、及び／又は
第１のリソース領域の変化結果を示すために用いられる。
【０１５３】
　選択可能で、前記端末デバイスが前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース領
域において前記第１の下り制御情報を検出して前記第１の下り制御情報を受信するように
、前記第１の指示情報は、前記端末デバイスが下り制御情報を伝送するための第１のリソ
ース領域を確定するために用いられる。
【０１５４】
　選択可能で、前記第１の指示情報は、前記下り制御情報を伝送するための第１のリソー
ス領域を示すために用いられる。
【０１５５】
　選択可能で、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、前記複数の送信モー
ドから確定した第１の送信モードに対応するリソース領域を、前記下り制御情報を伝送す
るための第１のリソース領域として確定するように、前記第１の指示情報は、第１の送信
モードを示すために用いられ、ここで、前記複数の送信モードの各送信モードに対応する
リソース領域は、異なる。
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【０１５６】
　選択可能で、前記端末デバイスが前記第１の指示情報に基づいて、複数の送信モードか
ら確定された送信モードに対応するリソース領域を前記下り制御情報を伝送するための第
１のリソース領域として確定するように、前記第１の指示情報は、前記下り制御情報を伝
送するための開始リソース領域を示すために用いられ、ここで、前記複数の送信モード内
の各送信モードに対応する開始リソース領域は、異なる。
【０１５７】
　選択可能で、前記送信モジュールは、さらに、第１の設定情報及び／又は第２の設定情
報を送信するように構成され、前記第１の設定情報は、下り制御情報を伝送するための複
数の送信モードを設定するために用いられ、前記第２の設定情報は、下り制御情報を伝送
するための第２のリソース領域を設定するために用いられる。
【０１５８】
　選択可能で、前記第１の指示情報は、下り制御情報を伝送するための第１のリソース領
域を示すために用いられ、前記第１の指示情報は、下り制御情報を伝送するための第１の
リソース領域の開始リソース領域、前記下り制御情報を伝送するための第１のリソース領
域に含まれる周波数領域リソースの位置、前記下り制御情報を伝送するための第１のリソ
ース領域に含まれる周波数領域リソースの開始位置、前記下り制御情報を伝送するための
第１のリソース領域に含まれる周波数領域リソースの粒度、前記下り制御情報を伝送する
ための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの位置、前記下り制御情報を伝送
するための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの開始位置、前記下り制御情
報を伝送するための第１のリソース領域に含まれる時間領域リソースの粒度、及び前記下
り制御情報に対応する送信モードのうちの少なくとも１つを示すために用いられ、ここで
、前記下り制御情報に対応する送信モードは、前記下り制御情報を伝送するための第１の
リソース領域に対応する。
【０１５９】
　具体的に、当該ネットワークデバイス４００は、本発明の実施例における情報伝送のた
めの方法を実行するネットワークデバイスに対応し、上記の方法を実行するためのユニッ
トを含む。さらに、当該ネットワークデバイス４００の実体ユニット及び上記の他の操作
及び／又は機能は、上記の方法のプロセスを実行し、簡潔のため、ここで説明を省略する
。
【０１６０】
　図９は本発明の実施例における端末デバイスのブロック図である。図９に示す端末デバ
イス５００は、プロセッサ５１０、メモリ５２０及び送受信機５３０を含む。ここで、当
該プロセッサ５１０、メモリ５２０及び送受信機５３０は通信に接続され、当該メモリ５
２０は命令を記憶し、当該プロセッサ５１０は、当該メモリ５２０に記憶された命令を実
行して、送受信機５３０の信号の送受信を制御する。ここで、メモリ５２０は、プロセッ
サ５１０に配置され、又は、プロセッサ５１０と別に配置される。
【０１６１】
　ここで、当該プロセッサ５１０は、送受信機６３０がネットワークデバイスにより送信
された第１の指示情報を受信し、前記第１の指示情報に基づいて、前記ネットワークデバ
イスにより送信された第１の下り制御情報を受信するように制御する。
【０１６２】
　具体的に、当該端末デバイス５００は、本発明の実施例における情報伝送のための方法
を実行する端末デバイスに対応し、上記の方法を実行するためのユニットを含む。さらに
、当該端末デバイス５００の実体ユニット及び上記の他の操作及び／又は機能は、上記の
方法のプロセスを実行し、簡潔のため、ここで説明を省略する。
【０１６３】
　図１０は本発明の実施例におけるネットワークデバイスのブロック図である。図１０に
示すネットワークデバイス６００は、プロセッサ６１０、メモリ６２０及び送受信機６３
０を含む。ここで、当該プロセッサ６１０、メモリ６２０及び送受信機６３０は通信に接
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続され、当該メモリ６２０は、命令を記憶し、当該プロセッサ６１０は、当該メモリ６２
０に記憶された命令を実行して、制御送受信機６３０の信号の送受信を制御する。ここで
、メモリ６２０は、プロセッサ６１０に配置され、又は、プロセッサ６１０と別に配置さ
れる。
【０１６４】
　当該プロセッサ６１０は、送受信機６３０が下り制御情報を伝送するための第１のリソ
ース領域に基づいて、第１の指示情報を送信し、前記下り制御情報を伝送するための第１
のリソース領域において、下り制御情報を送信するように制御し、前記第１の指示情報は
、前記端末デバイスが前記ネットワークデバイスにより送信された第１の下り制御情報を
受信するために用いられる。
【０１６５】
　具体的に、当該ネットワークデバイス６００は、本発明の実施例における情報伝送のた
めの方法を実行するネットワークデバイスに対応し、上記の方法を実行するためのユニッ
トを含む。さらに、当該ネットワークデバイス６００の実体ユニット及び上記の他の操作
及び／又は機能は、上記の方法のプロセスを実行し、簡潔のため、ここで説明を省略する
。
【０１６６】
　なお、本発明の上記方法の実施例はプロセッサに適用されてもよく、又はプロセッサに
よって実現されてもよい。プロセッサは集積回路チップである可能性があり、信号処理能
力を備えている。実現過程において、上記方法の実施例における各ステップは、プロセッ
サにおけるハードウェアの集積論理回路、又はソフトウェア形態の命令により完成されて
もよい。上記のプロセッサは汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、専用集積回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、現場でプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔ
ｅ　Ａｒｒａｙ）、又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又
はトランジスタ論理デバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントであっても良
い。本発明の実施例における開示された各方法、ステップ及び論理ブロック図を実現、又
は実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであっても良く、又は該
プロセッサはいずれかの通常のプロセッサなどであっても良い。本発明の実施例に開示さ
れた方法を結合するステップは、ハードウェア復号プロセッサによって実行して完成され
、又は復号プロセッサにおけるハードウェアモジュール及びソフトウェアモジュールの組
み合わせによって実行して完成されるように具現することができる。ソフトウェアモジュ
ールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマ
ブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分
野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒質はメモリに位置し、プロセッ
サはメモリにおける情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法のステッ
プを完成する。
【０１６７】
　本発明の実施例におけるメモリは揮発性記憶装置又は不揮発性記憶装置であっても良く
、又は揮発性記憶装置及び不揮発性記憶装置の両者を含むことができることが理解できる
。ここで、不揮発性記憶装置は読み取り専用メモリ（ＲＯＭ：Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、プログラマブル読み取り専用メモリ（ＰＲＯＭ：Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
　ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ：Ｅｒａｓａｂｌ
ｅ　ＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ：Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ＥＰＲＯＭ）又はフラッシュメモリであっても良い。揮発性記
憶装置は外部キャッシュメモリとして機能するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ：Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）であっても良い。制限的でなく例示的な説明によ
り、多くの形態のＲＡＭは利用可能であり、例えばスタティックランダムアクセスメモリ
（ＳＲＡＭ：Ｓｔａｔｉｃ　ＲＡＭ）、動的ランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ：Ｄｙｎ
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ａｍｉｃ　ＲＡＭ）、同期動的ランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ：Ｓｙｎｃｈｒｏｎ
ｏｕｓ　ＤＲＡＭ）、ダブルデータレート同期動的ランダムアクセスメモリ（ＤＤＲＳＤ
ＲＡＭ：Ｄｏｕｂｌｅ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　ＳＤＲＡＭ）、強化型同期動的ランダムア
クセスメモリ（ＥＳＤＲＡＭ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＳＤＲＡＭ）、同期リンク動的ランダ
ムアクセスメモリ（ＳＬＤＲＡＭ：Ｓｙｎｃｈｌｉｎｋ　ＤＲＡＭ）とダイレクトラムバ
スランダムアクセスメモリ（ＤＲ　ＲＡＭ）である。注意すべきこととして、本明細書に
記載のシステムと方法のメモリは、これら、及びいずれかの他の適切なタイプのメモリを
含むことを主旨しているが、これらに限定されない。
【０１６８】
　また、本明細書に記載される「システム」及び「ネットワーク」という単語は交換可能
に使用される。また、本明細書に記載される「及び／又は」、関連対象の関連関係を説明
するものだけであり、以下の３つの関係を示す。例えば、Ａ及び／又はＢは、Ａが単独存
在すること、ＡとＢが同時に存在すること、及びＢが単独存在することそれぞれ示す。ま
た、本明細書に記載される「／」は、通常に、前後の関連対象の「又は」の関係を示す。
【０１６９】
　なお、本発明の実施例において、「Ａに対応するＢ」は、ＢがＡに関連し、Ａによって
Ｂを確定することを示す。ただし、ＡによってＢを確定することは、ＡのみによってＢを
確定することを意味しなく、Ａ及び／又は他の情報によってＢを確定してもよい。
【０１７０】
　なお、本発明の各実施例において、上記各過程の番号が実行順番の前後を意味しなく、
各過程の実行順番は、その機能及び組み込み論理に決定され、本発明の実施例の実行過程
を限定しない。
【０１７１】
　本願に開示されている実施例に説明されている各例示的なユニット及びアルゴリズムの
ステップを結合し、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェ
アの結合を用いて実現することができると、当業者であれば理解できる。これらの機能が
ハードウェアの形式かそれともソフトウェアの形式で実施するかについては、技術案の特
定応用と設計制約によるものである。当業者は、各特定応用に応じて異なる方法を用いて
、説明されている機能を実現することができるが、このような実現は本発明の範囲を超え
ていると見なすべきではない。
【０１７２】
　当業者は、簡潔にするために、上記のシステム、装置及びユニットの動作過程が上記の
方法の実施例の過程を参照することができると理解すべきであり、ここで説明を省略する
。
【０１７３】
　本願に提供されている幾つかの実施例において、開示されているシステム、装置及び方
法は、その他の方式で実現されても良い。例えば、上記に記載されている装置の実施例は
単なる例示的なものに過ぎず、例えば、前記ユニットの分け方が、単なるロジック的な機
能分けであり、実際、実現する時に他の分け方があっても良く、例えば、複数のユニット
又はコンポーネントを別のシステムへ統合、又は集成しても良く、又は幾つかの技術特徴
を省略、又は実施しなくても良い。また、明示され、又は議論されている各構成部分の互
い的なカップリング、又は直接のカップリング、又は通信接続は、幾つかのインターフェ
ース、装置、又はユニットの間接のカップリング又は通信によって接続されても良く、電
気的、機械的、又はその他の形式であっても良い。
【０１７４】
　上記で分離コンポーネントとして説明したユニットは、物理的に分離されるものであっ
ても良く、そうではないものであっても良い。ユニットとして示されるコンポーネントは
物理ユニットであっても良く、そうではないものであっても良い。一箇所に配置されても
良く、複数のネットワークユニットに配布しても良い。実際のニーズに応じて、その中の
一部又は全部のユニットを選択して本実施例の技術案の目的を実現しても良い。
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【０１７５】
　また、本発明の各実施例における各機能ユニットは、一つの処理ユニットに統合しても
良く、各ユニットはそれぞれ単独なユニットとしても良く、二つ又は二つ以上のユニット
を一つのユニットに統合しても良い。
【０１７６】
　前記機能は、ソフトウェア機能ユニットの方式で実現し、しかも独立な製品として販売
又は使用する場合、コンピュータ読み取り可能の記憶媒体に記憶しても良い。これによっ
て、本発明の技術案が事実上、言い換えれば先行技術に貢献した部分がソフトウェア製品
の形で具現でき、該コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体に記憶され、コンピュータ
装置（パソコン、サーバ、またはネットワーク装置などであっても良い）に本発明の各実
施例の全部または一部の前記方法を実行させための複数の命令を含む。上記の記憶媒体は
、ＵＳＢメモリ、移動記憶媒体、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ：Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍ
ｅｍｏｒｙ）、ランダムアクセス記憶装置（ＲＡＭ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、磁気ディスク又はコンパクトディスクなどの各種のプログラムコードが記憶
できる媒体を含む。
【０１７７】
　上記に記載されているのは、単なる本発明の具体的な実施形態に過ぎず、本発明はそれ
に限らず、当業者が本発明に開示されている範囲内において、容易に想到し得る変形又は
入れ替えは、全て本発明の範囲内に含まれるべきである。そのため、本発明の範囲は、記
載されている特許請求の範囲に準じるべきである。
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